
目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

○
山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
一

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
四
十
二
号

山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

山
梨
県
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
五
十
六
号
）
の
施
行
期

日
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
と
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
三
号

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
及
び
山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
八
第
三
項
中
「
、
山
梨
県
収
納
代
理
金
融
機
関
又
は
郵
便
局
」
を
「
又
は
山
梨
県
収
納

代
理
金
融
機
関
」
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
（
そ
の
一
）
及
び
（
そ
の
五
）
、
第
五
号
様
式
、
第
八
号
様
式
、
第
四
十
五
号
様
式

「

並
び
に
第
四
十
七
号
様
式
中

「
を

」

に
改
め
る
。

」

山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
九
号
　
　
平
成
二
十
年
九
月
三
十
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
年

九
月
三
十
日

号
外
第
五
十
九
号

火　曜　日

郵
便

局

み
ず
ほ
銀
行
　
本
・
支
店

山
梨
県
、
東
京
都
、
神
奈
川
県
、

銀
行
（
み
ず
ほ
銀
行
を
除
く
。）、

山
梨
県
収
納
代
理
金
融
機
関

埼
玉
県
、
群
馬
県
、
千
葉
県
、
茨
城
県
及
び
栃
木
県
に
あ
る
郵
便
局

信
用
金
庫
、
信
用
組
合
、
農
業
協
同
組
合
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
及
び
労
働
金
庫
の
県
内
本
・
支

み
ず
ほ
銀
行
　
本
・
支
店

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
及
び
郵
便
局
（
山
梨
県
、
茨
城
県
、

銀
行
（
み
ず
ほ
銀
行
を
除
く
。
）
、
信
用
金
庫
、
信

山
梨
県
収
納
代
理
金
融
機
関

栃
木
県
、
群
馬
県
、
埼
玉
県
、
千
葉
県
、
東
京
都
及
び
神
奈
川
県
に
所
在
す
る
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
及
び

用
組
合
、
農
業
協
同
組
合
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
及
び
労
働
金
庫
の
県
内
本
・
支
店

店郵
便
局
に
限
る
。
）



（
山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
百
四
十
四
条
中
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
す
る
。

第
二
百
四
十
五
条
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
を
削
る
。

第
百
七
十
七
号
様
式
及
び
第
百
七
十
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
財
務
規
則
第
二
百
四
十
四
条
又

は
第
二
百
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
備
え
ら
れ
て
い
る
郵
便
振
替
整
理
簿
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。
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三
十
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二

第
１
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１
７
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号
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式
削
除


